
 

 

 

 

 

 

 

低所得世帯及び被保護世帯に対するエアコン設置緊急支援について 

 

１ 目的 

昨今の夏季における暑さに対処するため、エアコン設置に係る費用を助成・支給し、熱中症

等による健康被害の予防を図る。 

 

2 対象世帯 

①令和７年度住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯及び、令和８年度新たに住民税 

非課税となる世帯、住民税均等割のみ課税となる世帯 

➤見込対象世帯数：300世帯 

②生活保護法による被保護世帯 

➤見込対象世帯数：100世帯 

※一時扶助費(冷房器具購入費)の支給対象者を除いた、エアコンが設置されていない世帯 

 

３ 補助対象機器等 

・１世帯あたり１台（原則１つの住居に対し、１台） 

・対象世帯が居住する住宅に設置するもの（事業の用に供するものでないこと。） 

・新規購入、買換え、中古品購入、省エネ機能、型式(壁掛け型、窓枠設置型、移動式等)は

問わない。 

・既にエアコン設置済み世帯の増設は不可 

・東京都の「家庭のゼロエミッション行動推進事業」（通称：東京ゼロエミポイント事業）

との併用可。 

※買換えの対象 

（低所得世帯） 

故障による買換え、長期使用家電（ゼロエミ基準の製造から1５年以上経過） 

（被保護世帯） 

故障による買換えのみ 

 

４ 支給金額 

１世帯当たり100千円 

※エアコン本体購入費及びその他費用の上限 

（低所得世帯） 
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①エアコン本体購入費 

②配送費・設置工事費・撤去費・リサイクル費  ①②合計100千円 

（被保護世帯） 

①エアコン本体購入費：73千円 

②配送費・設置工事費・撤去費・リサイクル費：計27千円 

 

５ 申請期間(予定) 

令和８年５月中から令和８年12月28日 

 

6 予算(予定) 

【歳出】低所得世帯 34,254千円 

被保護世帯 10,000千円 

【歳入】都補助金 

低所得世帯 24,475千円（補助率：3/4） 

被保護世帯 10,000千円（補助率：10/10） 

 

７ 広報 

・市報、市ホームページ 

・庁内デジタルサイネージ 

・SNS（X、国分寺市LINE公式アカウント） 

・被保護者向け「ふくしだより」での周知 

・ケースワーカーによる訪問、面談、電話等 


